
 

 

 

省エネ診断は先ず疑問点の解消から 

 

  

 

 

 

 

エネルギーなんでも相談所 

@エネ経会議 

   省エネ診断を受けても設備更新をする義務は
ありません。 
 
   省エネ診断を受けることで、エネルギー使用
の無駄をなくし、｢エネルギーコスト削消減｣ 
｢CO2 排出量削減｣の両立が可能です。 

 

診断員がエネルギーの使用量や事業所内の明るさ、室温

などを計測し、省エネ対策を提案します。           

また、対策を行うといくらエネルギー代金が節約出来るのか

を診断書にまとめて受診者が受け取ります。 

     省エネ診断とは 

     省エネ診断で分かること 

＊自社のエネルギーの使用状況 

＊電気やガスの使用状況 

＊メンテナンス、運用、更新のこと 

＊自社で現状行っている省エネ策で気づかなかった
点の指摘 

＊どんな補助金が使えそうか 

     省エネ診断のメリット 

・経費削減につながる 

・エネルギーの無駄を見える化出来る 

・第 3者の視点から省エネのアドバイスが受けられる 

・脱炭素化や地球環境への貢献につながる 

・環境企業としてのイメージアップにつながる 

・国の省エネ設備補助金等で加点評価の対象となる 

課題は様々 

 

 

 

国の診断
経産省：省エネ事業
環境省：SHIFT事業

(工場など大規模）

自治体の診断
県や市など独自の省エネ診断

を行なう自治体もある

省エネセンターの診断
➢ 直接相談するか
➢ 地元金融機関に相談
➢ 県庁、市役所、商工会議所

に紹介してもらう

ど
ん
な
診
断
機
関
が
あ
る
の
か 
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相談開始 

電話相談は無料！ 

 

エネルギーから経済を考える経営者ネットワーク会議 

 〒250-0032 神奈川県小田原市風祭２４５    

      Tel：0465-24-5180 Fax:0465-23-2225  

 一般社団法人 

始めましょう！ 

 

Mail：

 

 

 

https://enekei.jp/ 

contact@enekei.sakura.ne.jp 
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